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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の 

保
険
料
の
お
支
払
方
法
の
変
更
に
つ
い
て 

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
を
本
年
４
月
以
降
、
年
金
か
ら

お
支
払
い
い
た
だ
い
て
い
る
方
、
又
は
本
年
10
月
以
降
、
年
金
か
ら

お
支
払
い
い
た
だ
く
予
定
と
な
っ
て
い
る
方
の
う
ち
、
左
記
の
い
ず

れ
か
の
要
件
を
満
た
す
方
は
保
険
料
を
口
座
振
替
で
お
支
払
い
い
た

だ
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。 

 

①
国
民
健
康
保
険
税
を
確
実

に
納
付
し
て
い
た
方
（
本

人
）
が
口
座
振
替
に
よ
り

納
付
す
る
場
合 

※
原
則
２
年
間
滞
納
が
な
い

こ
と
。 

②
世
帯
主
又
は
配
偶
者
が
い

る
方
（
年
金
収
入
が
180
万

未
満
の
方
）
で
そ
の
世
帯

主
又
は
配
偶
者
の
方
の
口

座
振
替
で
納
付
す
る
場
合 

※
注
１
　
社
会
保
険
の
被
保

険
者
本
人
の
方
は
、
こ
れ

ま
で
も
保
険
料
を
源
泉
徴

収
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、

該
当
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

被
扶
養
者
の
方
は
、
該
当

に
な
り
ま
す
。 

※
注
２
　
所
得
税
及
び
個
人

住
民
税
の
社
会
保
険
料
控

除
に
つ
い
て
…
社
会
保
険

料
控
除
は
、
保
険
料
を
支

払
っ
た
方
に
控
除
が
適
用

さ
れ
ま
す
。
年
金
天
引
き

の
方
は
受
給
者
に
適
用
さ

れ
、
口
座
振
替
の
方
は
口

座
振
替
で
保
険
料
を
支
払

っ
た
世
帯
主
又
は
配
偶
者

に
適
用
さ
れ
ま
す
。 

 

お
支
払
方
法
の
変
更
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、ま
ず
、保
険
年

金
班
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
該
当
さ
れ
る
か
確
認

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

　
該
当
さ
れ
た
方
は
、
口
座

振
替
依
頼
書
を
金
融
機
関
へ

提
出
後
（
銀
行
印
、
通
帳
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。）
金
融

機
関
で
渡
さ
れ
た
依
頼
書
の

控
え
を
保
険
年
金
班
へ
お
持

ち
く
だ
さ
い
。 

　
窓
口
で
お
申
し
出
い
た
だ

い
た
後
、
速
や
か
に
年
金
か

ら
の
お
支
払
を
中
止
す
る
手

続
き
を
行
い
ま
す
が
、
12
月

分
以
降
の
年
金
か
ら
中
止
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。 

 

保
険
料
の
軽
減
割
合
を
拡
大 

　
平
成
20
年
度
保
険
料
の
通

知
書
を
７
月
に
送
付
し
ま
し

た
が
、
左
記
の
方
は
、
軽
減

後
の
保
険
料
の
お
知
ら
せ
を

８
月
中
旬
に
送
付
し
ま
し

た
。 

①
平
成
20
年
度
の
均
等
割
額

が
７
割
軽
減
さ
れ
て
い
る

世
帯
の
方
↓
一
律
8.5
割
軽

減 

②「
賦
課
の
も
と
と
な
る
所

得
金
額
」が
58
万
円
以
下

の
方
↓
所
得
割
額
を
一
律

５
割
軽
減 

 

　
新
た
な
保
険
料
の
軽
減
対

策
に
該
当
す
る
方
へ
は
、
改

め
て
「
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
額
変
更
決
定
通
知
書
」

を
お
送
り
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　
町
民
課 

　
☎
内
線
２
７
４
・
２
４
７ 

　
神
奈
川
県
で
は
、
「
市
街
化
区
域
及
び
市
街
化
調
整

区
域
」
な
ど
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
の
素
案
を
取

り
ま
と
め
ま
し
た
。
次
の
と
お
り
県
素
案
の
閲
覧
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
公
聴
会
で
公
述
を
希
望
す
る
方
は
期

限
ま
で
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
公
述
申
し
出

が
な
い
場
合
は
、
公
聴
会
は
中
止
と
な
り
ま
す
。 
 

▼
内
容 

　
区
域
区
分
（
市
街
化
区
域

と
市
街
化
調
整
区
域
と
の

区
分
）
の
変
更
ほ
か 

 

▼
閲
覧
・
公
述
の
申
出 

　
土
、
日
及
び
祝
祭
日
を
除

く
、
平
成
20
年
９
月
３
日

（
水
）〜
24
日（
水
）の
間
の

開
庁
時
間
（
８
時
30
分
〜

17
時
15
分
）
に
、
県
都
市

計
画
課
又
は
町
ま
ち
づ
く

り
課
で
受
け
付
け
ま
す
。 

 

▼
公
聴
会
日
程 

　
平
成
20
年
11
月
５
日（
水
）

19
時
〜
21
時 

 

▼
と
こ
ろ
　
保
健
セ
ン
タ
ー

２
階
研
修
室 

 

▼
公
述
人
　
10
人
程
度 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

・
県
都
市
計
画
課
　 

　
☎
045（
210
）６
１
７
５ 

・
ま
ち
づ
く
り
課 

　
☎
内
線
２
４
３ 

広告 

大磯カイロプラクティック院 

 

広
島
市
に
あ
る
平
和
祈
念
公
園
内

の
「
原
爆
供
養
塔
」
に
安
置
さ
れ
て

い
る
な
か
で
、
氏
名
等
が
判
明
し
な

が
ら
も
未
だ
に
ご
遺
族
が
分
か
ら
な

い
遺
骨
の
名
簿
を
町
役
場
で
確
認
が

で
き
ま
す
。
お
心
当
た
り
の
あ
る
方

は
、
町
役
場
３
階
総
務
課
に
て
、
名

簿
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

 

▼
名
簿
設
置
期
間 

　
10
月
31
日（
金
）ま
で 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

・
総
務
課
　
☎
内
線
２
１
３ 

・
広
島
市
原
爆
被
害
対
策
部
調
査
課 

　
☎
082（
504
）２
１
９
１ 

原爆供養塔 
納骨名簿の公開 

線
引
き
変
更
の
素
案
閲
覧
の
お
知
ら
せ 

年金から 

口座振替 

年金から 

口座振替 

可能に 


